
　議案第１２２号

　（総則）

第１条　令和７年度藤岡市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出）

第２条　令和７年度藤岡市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のと

　おり補正する。

（科　　　目） 　（既決予定額）

　第１款　下 水 道 事 業 費 用 千円 千円 千円

　　第１項　営 業 費 用 千円 千円 千円

令和７年度藤岡市下水道事業会計補正予算（第１号）

（補正予定額） （計）

支　　　　　　出

６５３,８９０ △３５５ ６５３,５３５

５９４,２５３ △３５５ ５９３,８９８



　（資本的収入及び支出）
第３条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１４７，８４４千円は、当年度分消費税及び

　地方消費税資本的収支調整額７，６０６千円、過年度分損益勘定留保資金１０４，３５９千円、当年度分損益勘定留保資金３

　５，８７９千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５３，８３３千円は、当年度分消費税及び地方消費税

　資本的収支調整額１１，７５０千円、過年度分損益勘定留保資金１０７，０１８千円、当年度分損益勘定留保資金３５，０６

　５千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　　目） 　（既決予定額）

　第１款　資 本 的 支 出 千円 千円 千円

　　第１項　建 設 改 良 費 千円 千円 千円

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条　予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科　　　目） 　（既決予定額）

　（１）職 員 給 与 費 千円 千円 千円

　令和７年１１月２８日提出

　令和７年１１月２８日可決

藤岡市長　　新　井　雅　博　　

（補正予定額） （計）

支　　　　　　出

７０８,３８１ ５,９８９ ７１４,３７０

３８６,８７６ ５,９８９ ３９２,８６５

（補正予定額） （計）

５６,２４０ ５,５３４ ６１,７７４



　支　　出 　　　　　　（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計

１ 下水道事業費用 653,890 △ 355 653,535

１ 営業費用 594,253 △ 355 593,898

３ 総係費 30,965 △ 355 30,610

　支　　出 　　　　　　（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計

１ 資本的支出 708,381 5,989 714,370

１ 建設改良費 386,876 5,989 392,865

１ 管渠建設改良費 367,582 5,989 373,571

令和７年度藤岡市下水道事業会計予算実施計画

（収益的収入及び収益的支出）

款 項 目

（資本的収入及び資本的支出）

款 項 目



１　業務活動によるキャッシュ・フロー
　（１）当期純利益
　（２）減価償却費
　（３）貸倒引当金の増減額　（△は減少）
　（４）長期前受金戻入額
　（５）引当金の増減額　（△は減少）
　（６）受取利息及び受取配当金
　（７）支払利息
　（８）未収金の増減額　（△は増加）
　（９）その他流動資産の増減額　（△は増加）
　（10）未払金の増減額　（△は減少）
　（11）その他流動負債の増減額　（△は減少）
　　　　小計
　（12）利息及び配当金の受取額
　（13）利息の支払額
　　　　業務活動によるキャッシュ・フロー

２　投資活動によるキャッシュ・フロー
　（１）有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出
　（２）他会計負担金等による収入
　（３）国庫補助金等による収入
　（４）貸付金償還による収入
　（５）貸付金による支出
　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
　（１）建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
　（２）建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出
　（３）他会計からの出資による収入
　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　資金増加額（又は減少額）
　　　資金期首残高
　　　資金期末残高

令和７年度藤岡市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位　円）

71,707,154
419,315,000
△ 212,000

△ 357,630,000
631,457

0
58,585,000
9,726,255

0
△ 11,906,763

0
190,216,103

0
△ 58,585,000
131,631,103

△ 367,996,366
3,119,193

315,994,866
10,000

△ 360,000
△ 49,232,307

224,800,000
△ 321,144,754

0
△ 96,344,754

△ 13,945,958
99,198,603
85,252,645



１　固 定 資 産

（１）　有 形 固 定 資 産

　　　イ　土　　　地

　　　ロ　構　築　物

　　　　　減価償却累計額

　　　ハ　機械及び装置

　　　　　減価償却累計額

　　　ニ　車両運搬具

　　　　　減価償却累計額

　　　ホ　建設仮勘定

　　　　有 形 固 定 資 産 合 計

（２）　無 形 固 定 資 産

　　　イ　施設利用権

　　　　無 形 固 定 資 産 合 計

（３）　投 資 そ の 他 資 産

　　　イ　長期貸付金

　　　　投 資 そ の 他 資 産 合 計

　　　　固 定 資 産 合 計

令和７年度藤岡市下水道事業予定貸借対照表
（令和８年３月３１日）

（単位　円）
資　　産　　の　　部

18,424,188

18,183,899,974

△ 8,114,885,923 10,069,014,051

172,573,272

△ 110,168,941 62,404,331

4,206,653

△ 3,318,674 887,979

1,258,012,808

11,408,743,357

747,559,495

747,559,495

350,000

350,000

12,156,652,852



 ２　流 動 資 産

（１）　現 金 ・ 預 金

（２）　未 収 金

　　　イ　営 業 未 収 金

　　　ロ　営 業 外 未 収 金

　　　ハ　そ の 他 未 収 金

　　　　貸 倒 引 当 金

　　　　流 動 資 産 合 計

　　　　資 産 合 計

85,252,645

13,624,618

5,762,147

0

△ 3,996,333 15,390,432

100,643,077

12,257,295,929



 ３　固 定 負 債
（１）　企 業 債
　　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債
　　　　企 業 債 合 計

　　　固 定 負 債 合 計

 ４　流 動 負 債
（１）　企 業 債
　　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債
　　　　企 業 債 合 計

（２）　未 払 金
　　　イ　営 業 未 払 金
　　　ロ　そ の 他 未 払 金
　　　ハ　未払消費税及び地方消費税
　　　　未 払 金 合 計

（３）　引 当 金
　　　イ　賞 与 引 当 金
　　　ロ　法定福利費引当金
　　　　引 当 金 合 計

（４）　そ の 他 流 動 負 債
　　　イ　預 り 金
　　　ロ　仮受消費税及び地方消費税

　　　　流 動 負 債 合 計

 ５　繰 延 収 益
　　　　長 期 前 受 金
　　　　収 益 化 累 計 額
　　　　繰 延 収 益 合 計

　　　　負 債 合 計

負　　債　　の　　部

4,086,811,861
4,086,811,861

4,086,811,861

312,977,143
312,977,143

321,160
0
0

321,160

4,556,000
905,000

5,461,000

27,550

27,550
318,786,853

10,541,066,956
△ 4,942,042,136

5,599,024,820

10,004,623,534



 ６　資 本 金

　　　　資 本 金

 ７　剰 余 金

（１）　資 本 剰 余 金

　　　イ　他 会 計 補 助 金

　　　　資 本 剰 余 金 合 計

（２）　利 益 剰 余 金

　　　イ　当年度未処分利益剰余金

　　　　利 益 剰 余 金 合 計

　　　　剰 余 金 合 計

　　　　資 本 合 計

　　　　負 債 資 本 合 計

資　　本　　の　　部

2,106,708,146

13,011,951

13,011,951

132,952,298

132,952,298

145,964,249

2,252,672,395

12,257,295,929



　注記

Ⅰ．重要な会計方針

　　令和２年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

　１　固定資産の減価償却の方法

　（１）　有形固定資産

　　　　・減価償却の方法　　　　　　　定額法による。

　　　　・主な耐用年数

　　　　　　構築物　　　　　　　　　　　　　５０年

　　　　　　機械及び装置　　　　　　　 　　 ２０年

　　　　　　車両運搬具　　　　　　　 　　 ３～５年

　（２）　無形固定資産

　　　　・減価償却の方法　　　　　　　定額法による。

　　　　・主な耐用年数

　　　　　　施設利用権　　　　　　　　　　　４５年

　　　　　　ソフトウェア　　　　　　　　　　　５年

　２　引当金の計上方法

　（１）　退職給付引当金

　　　　職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

　（２）　賞与引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月

　　　までの４ヶ月分）を計上している。

　（３）　法定福利費引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額

　　　（１２月から３月までの４ヶ月分）を計上している。

　（４）　貸倒引当金

　　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

　３　消費税及び地方消費税の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

　　　なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。



Ⅱ．予定貸借対照表等関連

　企業債の償還に係る他会計の負担

　　　貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると

　　見込まれる額は、３，６６４，３４９千円である。

Ⅲ．その他の注記

　引当金の取崩し

　（１）　賞与引当金の取崩し

　　　　令和７年度において、期末手当及び勤勉手当として１２，５９２千円を支給することとなったため、賞与引当金４，０３６千円を取り

　　　崩した。

　（２）　法定福利費引当金の取崩し

　　　　令和７年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として２，４５８千円を支給することとなったため、法定福利費引当金

　　　７９６千円を取り崩した。

　（３）　貸倒引当金の取崩し

　　　　令和７年度において、債権の不納欠損による損失２１３千円に充てることとなったため、貸倒引当金２１３千円を取り崩した。


